
令 和 ４ 年 1 0 月 ３ 日 発 行 

銚 子 労 働 基 準 監 督 署 

全業種が対象！？ 

化学物質に係る 

法改正に要注意！！ 
 

（１）管内の労働災害発生状況 
銚子労働基準監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄町）

における令和３年の労働災害発生件数（休業見込みが４日以

上の件数）は 190 件（新型コロナウイルス感染症によるも

のを除く）となっていますが、過去５年間で最多となりまし

た。また、銚子監督署では令和４年の労働災害発生件数（休

業見込みが４日以上の件数）の目標値を 133 件以下（新型

コロナウイルス感染症によるものを除く）、死亡災害を０件

（令和３年は１件）としていますが、８月 31 日時点で 117

件、前年比９件減となっているものの、大変厳しい状況です。

事業場の皆様におかれましては、労働災害の防止に向けた取

り組みを積極的に進めていただくようお願いいたします。 

 

（２）化学物質に係る法改正について 
化学物質による休業４日以上の労働災害（がん等の遅発性疾病

を除く。）の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別

規則（有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則等）の

規制の対象外となっています。この対象外である化学物質（有害

性が確認されている物質）は数千物質あり、この数千物質の中に

は、コロナ禍において今や欠かせない存在となった消毒液（エタ

ノールを 0.1％以上含むものなど）も含まれていることなどから、

本改正は多くの事業場に適用される可能性があり、注意が必要で

す。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主

な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・

有害性情報の伝達の整備拡充等を前提に、事業者が、リスクアセ

スメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を自ら決定し、

自律的な管理を適切に実施する制度を導入するものです。施行は

順次行われる予定であり、各事業場におかれましては準備を進め

ていただきますようお願いいたします。 

法改正の参考となるリーフレット、通達などは厚生労働

省ホームページよりご確認いただけます。その他ご不明な

点等ございましたら、最寄りの労働基準監督署にお問い合

わせください。 

 

（３）一人親方等の安全衛生対策について 
労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ

場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、2023 年４月１日より労働

者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業

者に義務付けられます。法改正の参考となるリーフレット、通達などは厚

生労働省のホームページにございます。ぜひご活用ください。

その他ご不明な点等ございましたら、最寄りの労働基準監督署

にお問い合わせください。 

 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

＜化学物質の法改正にかかる厚生労働省HP＞ 

＜一人親方等法改正にかかる厚生労働省HP＞ 



（４）新型コロナウイルス感染症対策 

現在、新規感染者数はピーク時に比べ減少傾向にありますが、感染者

数は未だ少なくなく、予断を許さない状況です。水際対策の緩和など

「with コロナ」に向けた施策が進められていますが、引き続き、職場に

おける新型コロナウイルス感染症対策を実施いただくとともに、「取組

の 5 つのポイント」を定期的にチェックするようお願いします。 

なお、「取組の 5 つのポイント」は、感染症防止対策の基本的事項で

すので、未実施の事項がある場合には、「職場における感染症防止対策の

実践例」を参考に職場での対応を検討の上、実施してください。 

 

 

（５）健康診断の有所見率を下げましょう 
 銚子労働基準監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄町）における、令和４年度上半期（令和４年１月

１日～６月 30 日）の一般定期健康診断受診者数（銚子労働基準監督署へ報告された報告書から算出）は

6,876 名でしたが、そのうち、有所見数は 2,875 名と 41.8％を占めています。近年、少子高齢化が問題

視されている中、定年制度の改正などもあり、労働者の平均年齢は今後ますます高齢化していくこと（有所

見率も向上していくこと）が推測されます。こういった背景から、エイジフレンドリーな職場づくりをお願

いしてまいりましたが、これは若年期からの身体機能の維持向上のための取組が重要なカギとなります。 

定期健康診断の有所見率の改善のためには、労使が共通認識・共通目標を持って、一体となって各種対策

に取り組む必要がある訳ですが、特に労働者の生活改善に関する指導・教育を行う場合には、以下の３つの

重点改善項目について留意の上、労働者の意識改革・動機付けを図る必要があります。 

■食生活の改善・・・１日３食、カロリー・栄養のバランスを考えた食事を摂取すること。 

■飲酒・喫煙習慣の改善・・・とりわけ有所見者においては、禁酒・禁煙を心掛けること。 

（完全なる禁酒・禁煙が無理な場合には、その摂取量の制限を図ること。） 

■運動の改善・・・１日最低２０～３０分間の歩行、又は同程度の運動（有酸素運動）を励行すること。 

 とある事業場では、例えば毎年 4・10 月にウォーキング月間と称するイベントを行い、取り組みが優良

な労働者には表彰を行うなど、事業場全体で健康を維持しようという取り組みを行っており、結果として有

所見率を数％ずつ毎年減少させていました。ぜひ取組の参考にしてみてください。 

 

（６）千葉県最低賃金が改正されました！ 
千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等

含む）とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」（地域別最低賃

金）が改正されました。 

 

 

 

 

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできま

せん。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効と

され、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。 

 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時

間額に換算して比較します。その際、精皆勤手当、通勤手当、家族手

当、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金（割増

賃金など）、臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、１箇月を超える

期間ごとに支払われる賃金（賞与など）は算入しません。 

 最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃

金室（☎043-221-2328）又は銚子労働基準監督署ま

でお問い合わせください。 

<実践例> <Q&A> 

令和４年 10月１日から 
時間額 ９８４円 

(従来の 953円から 31円引上げ) 

〈千葉県最低賃金リーフレット〉 


